
○富士見町公共工事等の前金払に関する取扱要綱 

平成31年3月19日 

告示第34号 

(趣旨) 

第1条 この要綱は、町が発注する公共工事に要する経費の前金払及び中間前金払(以下「前

金払等」という。)に関し、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)附則第7条、地方自治

法施行規則(昭和22年内務省令第29号)附則第3条及び富士見町財務規則(平成元年富士見

町規則第10号)第74条及び第75条に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

(前金払の対象) 

第2条 前金払の対象は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)

第2条第4項に規定する保証事業会社の保証に係る土木建築に関する工事(設計及び調査並

びに工事の用に供する機械類の製造を含む。以下「工事」という。)又は測量で、1件の請

負金額が50万円以上のものとする。 

(前金払の額) 

第3条 前金払の額は、工事にあっては当該工事の請負金額の10分の4(設計及び調査並びに

工事の用に供する機械類の製造にあっては10分の3)、測量にあっては当該測量の請負金額

の10分の3に相当する金額を超えないものとする。 

2 前金払をした後に契約金額を増額した場合は、前項の規定を適用する。 

3 前2項の規定により算出した前金払の額に1万円未満の端数があるときは、その端数を切

り捨てるものとする。 

(中間前金払の対象) 

第4条 中間前金払の対象となる工事は前2条の規定により前金払をした工事(設計及び調査

並びに工事の用に供する機械類の製造及び測量を除く。)であって、次の各号に掲げる要

件の全てに該当するものとする。 

(1) 工期の2分の1を経過していること。 

(2) 工事工程表により、工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当

該工事に係る作業が行われていること。 

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が、請負金額の額の2分の1以上の額

に相当するものであること。 

(中間前金払の額) 

第5条 中間前金払の額は、当該工事の請負金額の10分の2以内に相当する金額を超えないも



のとする。 

2 前項の規定に関わらず、中間前金払の額は、請負金額の10分の6に相当する額から既に支

払った前金払の額を控除した額を超えないものとする。 

3 前2項の規定により算出した中間前金払の額に1万円未満の端数があるときは、その端数

を切り捨てるものとする。 

(中間前金払の認定請求等) 

第6条 中間前金払の支払を受けようとする者(以下「中間前金払請求者」という。)は、中

間前金払認定請求書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。 

2 町長は、中間前金払認定請求書が提出されたときは、その内容を精査し、第4条各号に掲

げる要件の全てを満たしていると認めるときは、速やかに中間前金払認定書(様式第2号)

を中間前金払請求者に交付するものとする。 

(前金払の額の変更) 

第7条 前金払を受けた受注者は、契約内容の変更により請負代金額が著しく増加されたと

きは、増額された後の請負代金額の10分の4(中間前金払の支払を受けているときは、10

分の6)から既に支払を受けた前金払の額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前金払

を請求することができる。この場合において、あらかじめ、保証契約を変更した後の保証

契約に係る保証書を添えて町長に請求しなければならない。 

2 前金払を受けた受注者は、契約内容の変更により著しく減額されたときは、既に支払を

受けた前金払の額が減額された後の請負代金額の10分の5(中間前金払を受けているとき

は、10分の6)を超えているときは、当該減額された日から30日以内に当該超過した額を返

還しなければならない。ただし、町長は、当該期間内に当該受注者に対し、部分払の支払

をするときは、当該部分払の額から当該超過した額を控除して返還にあてることができる。 

(使途の制限) 

第8条 前金払等は、当該工事等の材料費、労務費、機械器具の賃貸料、機械購入費(当該工

事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費

及び現場管理費並びに一般管理費のうち当該工事の施工に要する費用に相当する額とし

て必要な経費以外の経費には充てることはできない。 

(前金払等に関する事項) 

第9条 前金払等の対象となる工事等に係る契約を締結するときは、建設工事請負契約約款

等に前金払等に関する事項を設けるものとする。 

(請求及び支払) 



第10条 前金払等の支払を受けようとするときは、請求書(前金払にあっては様式第3号、中

間前金払にあっては様式第4号)に公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に

規定する保証契約に係る保証証書を添付し、町長に対して請求するものとする。 

2 町長は、前項の規定による請求を受けた日から、14日以内に前金払等を支払うものとす

る。 

(補則) 

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。 



 



 



 



 



 



様式第1号(第6条関係) 

様式第2号(第6条関係) 

様式第3号(第10条関係) 
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